
定期報告の方法について

①厚生労働省G-MISのログイン画面からログイン
②G-MIS「医療機関等情報支援システム」をクリック

薬局機能情報の報告はG-MISから行います。



定期報告の方法について

定期報告

クリック

ここから定期報告を
実施します

③ホーム画面の「薬局機能情報提供制度」をクリック
④「定期報告」のボタンをクリックし、定期報告を入力する。

※令和５年５月末以降に新規開局した
薬局は、「新規報告」を実施してください。

【定期報告より先に随時報告を行っている場合】

随時報告を取り消すよう、メッセージが表示され
ます。
「OK」ボタンをクリックし、「報告取消」ボタンより、
随時報告を取消してください。
その後、定期報告を実施してください。



定期報告の方法について

入力ボタンをクリックして報告項目を入力します。
グレー字のボタンは入力ができませんが、順に入力を進めると入力が可能になります。



定期報告の方法について

各報告項目を入力します。

薬局機能情報提供制度の改正により、新たに
報告項目が追加されています。

報告事項に関する説明については報告事項説
明資料（薬局）をご確認ください。

キャンセル
入力された情報は保存されず、前画面に戻ります。
一時保存

入力した情報が保存され、入力状況が「一時保存」に
更新されます。
登録

入力した情報が保存され、入力状況が「入力完了」に
更新されます。全ての入力完了後に「登録」ボタンをク
リックしてください。



定期報告入力での注意事項（薬局の所在地について）

３丁目１番１号 ←以降の番地等を追加入力してください。

対応方法

郵便番号の「住所検索」から検索し、以降の番地等を追加入力する。

あらかじめ所在地が入力されていて、都道府県名が
入っていない場合があります。

都道府県名が入っていない場合、「郵便番号と所在
地が不整合です」というエラーが表示されます。
下記対応方法により入力してください。



報告の提出方法について

入力内容の確認は「入力内容確認」ボタンから行うことができます。

全ての入力が完了し、入力状況が「入力完了」になったら、「報告」ボタンから報告を行
います。

報告状況が「報告中」の状態では、報告は完了していません。
「報告」ボタンから報告を行うと提出され、「報告済」となります。
薬務室で承認作業を実施すると「確認完了済」となります。

「報告」ボタン



報告の提出方法について

報告提出を行う「報告」ボタンは定期報告の入力画面に表示さ
れます。

「報告中」のものを「報告済」とする場合には「定期報告」ボタン
から入力画面に入ってください。

定期報告の入力状況の確認画面
では「報告」ボタンは表示されませ
ん。


